
 

第８期湯浅町障がい福祉計画・第４期湯浅町障がい児福祉計画策定業務委託仕様書 

 

１ 委託業務名 

第８期湯浅町障がい福祉計画・第４期湯浅町障がい児福祉計画策定業務 

 

２ 委託期間 

契約締結の日から令和９年２月 28 日 

 

３ 業務の目的 

  本業務は、湯浅町における障がいのある人の現状を把握し、各関連施策の検証を行い、 

障がいのある人の自立を支援し、身近な地域で必要なサービスを受けながら、安心し

て暮らすことができるよう、今後のサービス基盤の整備を計画的に進めるための第８

期湯浅町障がい福祉計画・第４期湯浅町障がい児福祉計画を策定することを目的とす

る。 

 

４ 策定する計画の名称と根拠法令及び計画期間 

名 称：第８期湯浅町障がい福祉計画・第４期湯浅町障がい児福祉計画 

    根拠法令：障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 88 条 

及び児童福祉法第 33条 

 計画期間：令和９年度から令和１１年度まで(３年間) 

 

５ 業務内容 

(１)  基礎的な地域データ及び資料の整理分析 

障がい福祉をめぐる施策動向、湯浅町の概要及び社会経済的特性、地域福祉資源の 

整備状況、障がい児者の現況動向及びサービスの利用状況等について、湯浅町が提 

供するデータや資料をもとに整理分析を行う。 

(２) 施策・事業の実施状況の評価及び課題のとりまとめ 

現行計画における施策・事業の実施状況について、調査シートの設計及び結果とり 

まとめを行い、評価を行う。 

また、(１)の分析結果及び上位計画を踏まえて課題をとりまとめ、新たな計画にお 

いて、重点的に取組む事項等を検討する。 

(３) 障がい福祉サービスの推進方策の検討 

計画対象者数を推計し、障がい福祉サービス等の各年度における見込量を算定し、 

確保策の検討を行う。 

(４) 計画骨子案・素案の作成 

課題を踏まえた計画の推進方向、数値目標を記載した計画案を作成し、内容の協議 

を行う。 

(５) パブリックコメントの実施支援 

計画素案についてのパブリックコメントを湯浅町が実施するにあたり、実施方法や 

とりまとめに関するアドバイスを行う。 

(６) 計画策定委員会の運営支援 

計画内容を審議するために設置される計画策定委員会(２回開催予定)の会議開催に 

あたり、事前打合せ、資料作成、必要な助言、会議運営支援及び会議録の作成を行 

う。また、各会議へは、担当者がオブザーバーとして出席し、必要な対応を行うと 

ともに、結果をその後の作業に反映させる。 

(７) 本業務に関する情報提供支援 

本計画は、国の方針を鑑みながら策定することが必要であり、また、全国の幅広い 

先進事例や同規模自治体の取組内容を参考にする場合がある。受託者は本業務の策 

定に関する情報、関連する国の法律等の改正に伴う例規類(条例・規則・要綱等)に関 

する国・県・他市町村の情報を適宜提供すること。 



(８) 第８期湯浅町障がい福祉計画・第４期湯浅町障がい児福祉計画策定支援 

国及び県の動向、湯浅町の他の計画等との整合性を図り、策定委員会の会議の意見

を踏まえ、第８期湯浅町障がい福祉計画・第４期湯浅町障がい児福祉計画を策定す 

る。 

(９) 打合せ等 

業務履行の過程において、湯浅町又は受託者が必要と認める場合には適宜打合せを 

行う。 

 

６ 成果品 

  ・第８期湯浅町障がい福祉計画・第４期湯浅町障がい児福祉計画骨子案、計画素案 

  ・策定委員会に係る会議資料 

  ・法律、法令や制度などの動向資料 

  ・第８期湯浅町障がい福祉計画・第４期湯浅町障がい児福祉計画書 

   (文章、デザイン、レイアウト編集、校正含む) 

   (日本工業規格Ａ４判、100部、60頁程度、本文１色刷、表紙レザック)  

  ・第８期湯浅町障がい福祉計画・第４期湯浅町障がい児福祉計画概要版 

   (文章、デザイン、レイアウト編集、校正を含む) 

   (日本工業規格Ａ４判、2,000 部、８頁、４色刷） 

  ・湯浅町障がい者施策概要版(パンフレット) 

   (日本工業規格Ａ４判、200部、４頁、カラー) 

   (文章、デザイン、レイアウト編集、校正を含む) 

  ・上記電子データ一式(各種項目ごとＰＤＦ形式にてＣＤ－Ｒで提出すること) 

  ・その他関係資料一式 

   

 

７ その他 

(１) 事業内容、データ内容その他この契約履行により知り得た事項を第三者に漏らし又 

は委託の範囲を超えて利用してはならない。 

(２) 業務遂行にあたっては湯浅町個人情報保護条例に基づき適正な個人情報の取り扱い 

を行うこと。 

(３) 成果品にかかる所有権及び著作権は湯浅町に帰属するものとする。 

(４) 受託者は常に担当課からの連絡を受け取れる状態とし、担当課からの打合せの申し 

出があった場合は、原則、担当課に出向き行うものとする。 

(５) この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、速やかに双方協議のうえ処 

理するものとする。 


